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地地

域域  
団団体体名名  郵郵便便番番号号  所所    在在    地地  電電話話番番号号  

西西

三三

河河  

ぽかぽかかい 444-0943 岡崎市矢作町金谷 10-1 (090)3833-6234 

（株）Passo a Passo 

（創造空間 Passo a Passo） 
444-0051 岡崎市本町通 1-17 (0564)73-1577 

ひきこもりを考える会 ゲートキー

パー「おじぎ草」 
444-3514 岡崎市羽栗町阿折欠 17-9 (090)9176-9583 

NPO 法人コネクトスポット 444-0038 岡崎市伝馬町 2-49 (0564)73-6388 

豊田大地の会 471-0034 豊田市小坂本町 1-25 (0565)21-0177 

豊田市若者サポートステーション 471-0034 
豊田市小坂本町 1-25 

豊田産業文化センター１階 
(0565)33-1533 

NPO 法人育て上げネット中部虹の会 446-0061 
安城市新田町池田上 1  

安城市青少年の家内 
(090)5002-5229 

NPO 法人リネーブル・若者セーフティ

ネット  
446-0072 

安城市住吉町荒曽根 1-245 

アワーズビル 2 階北側 
(0566)93-1733 

川の会 446-0026 安城市安城町社口堂 126-2 (090)9898-0410 

安城市青少年愛護センター 

（若者総合相談窓口） 
446-0061 安城市新田町池田上 1 (0566)76-3432 

NPO 法人 ぷらっとほーむ 446-0076 安城市美園町 1-17-4 2・3 階 
(090)3567-0686 

(0566)22-0681 

知立若者サポートステーション 472-0036 知立市堀切 3-1-2 杉原ビル 2 階 2-B (0566)70-7771 

不登校・ひきこもりの方と共に歩む 

こんぱす 
447-0869 

碧南市山神町 8-35 

へきなん福祉センターあいくる内 

(090)7315-0162 

(090)8471-1557 

西尾市子ども若者総合相談センター

「コンパス」 
445-0864 西尾市錦城町 162−14 北棟 3F (0563)65-5200 

一般社団法人みよしはたらく協議会

「Ciel bleu （シエルブルー）」 
470-0224 

みよし市三好町陣取山 39－1 障がい者

等サポートセンター内 
(0561)78-3611 

東東

三三

河河  

NPO 法人 いまから 441-8036 豊橋市東橋良町 25-1 (0532)75-8351 

NPO 法人たすけあい三河 440-0823 豊橋市南瓦町 14-1 WAC ビル (0532)52-4315 

愛知東精神保健福祉市民の会 

(A－JAN) 
440-0823 豊橋市南瓦町 14-1 WAC ビル (0532)52-4315 

Clubhouse WANATH 440-0047 豊橋市東田仲ノ町 39 (0532)52-4315 

とよはし若者サポートステーション 441-8087 
豊橋市牟呂町字東里 26 豊橋市青少

年センター内 研修棟 1F 
(0532)48-7808 

一般社団法人 パーソナルラボ東三河

支所 
440-0892 豊橋市新本町 133-2（１F） (0532)75-8978 

NPO 法人てら 440-0892 豊橋市新本町 76-1 (0532)82-0457 

ひまわりの会 441-8539 
豊橋市中野町字中原 100 

豊橋市保健所内 
(090)3158-3822 

なの花会 442-0068 豊川市諏訪 3-242 ウィズ豊川内 (0533)86-3626 

子どもの味方協会（寺子屋つながり場） 442-0069 豊川市諏訪西町 2 丁目 諏訪神社内 (090)3562-4990 

がまごおり若者サポートステーション 443-0043 蒲郡市元町 9-9 (0533)67-3201 

NPO 法人青少年自立援助センター 北

斗寮 
443-0022 蒲郡市三谷北通 5-141 (0533)68-8756 

NPO 法人ゆずりは学園 441-3421 田原市田原町池ノ原 15-3 (0531)22-3515 

活動時間・電話受付時間は各団体によって異なります。詳細は以下ホームページに掲載してあります。 

＊※名古屋市を除く県内の団体：愛知県精神保健福祉センター：｢ひきこもり支援関係団体ガイドブックあだー 

じょ｣( https://www.pref.aichi.jp/soshiki/seishin-c/adajo.html )  
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あ ん だ ん て 
 

 

～ 精神に障害のある方へ ～ 
 

 

 

 

「あんだんて」とは、音楽の速度標語のひとつで「ゆるやかに」という意味のイタリア語で

す。心の病気を持つ方とそのご家族が、地域において自分のペースでゆるやかに生活されるの

に、役立てばとの思いで、タイトルを“あんだんて”としました。 

福祉ガイドブック“あんだんて”では、生活していく上で疑問に思うことや要望に答える形

での精神科医療の流れや、保健福祉の制度などについて紹介しています。 

なお、愛知県精神保健福祉センターのホームページでも、情報提供を行っていますので、福

祉ガイドブックとあわせてご利用くださいますようご案内申し上げます。 

 

ホームページアドレス 

 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/seishin-c/ 

（ホームページ記載情報の変更・追加につきましてはお手数ですが愛知県精神保健福祉

センター企画支援課（052-962-5377）までご連絡ください） 
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１ こころの健康のことで悩んでいます 

 

((１１))  市市町町村村役役場場等等ををごご利利用用くくだだささいい  

精神保健福祉について、お住まいの地域で相談できる機関の一つとして市町村役場（保健セ

ンター等）があります。 

保健センターには、専門スタッフとして保健師等がいて、こころの健康についての悩みなど

をはじめ、地域住民のための健康づくりの身近な相談窓口として相談を行っています。 

相談をご希望の場合は、市町村によって担当窓口が異なりますのでまずはお住まいの市町村

役場代表窓口にお問い合わせください。 

 

((２２))  保保健健所所ををごご利利用用くくだだささいい  

こころの健康（精神保健福祉）について、地域で相談できる機関の一つとして保健所があります。 

保健所には、専門スタッフとして、精神保健福祉相談員、保健師、医師（嘱託精神科医を含む）等

がいて、地域の人々が精神的健康の向上をめざし、病気の早期発見・治療や社会復帰と自立、地域活

動への参加などがスムーズにできるよう、お手伝いしています。困った時の相談の場として「こころ

の健康」「ひきこもり」「受療」「社会復帰」「仲間づくり」「家族の対応」に関すること等の相談に専

門スタッフが応じています。 

 なお、定例で開設している精神保健福祉相談日（精神科医師も担当）は、原則として予約制ですの

で、あらかじめ電話等で連絡してからご利用ください。また電話でのご相談も受けています。 

 

((３３))  精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターーををごご利利用用くくだだささいい  

県民のこころの健康の向上と精神障害者の福祉の増進を図るための専門機関です。保健所や市町

村と連携して地域精神保健福祉活動を推進します。 

精神保健福祉センターでは、本人や家族あるいは関係者等と問題解決に向けて共に考えていきま

す。 

  面接相談は予約制になっていますので、まずはお問い合わせください。 

 

２ 生活・福祉に関する相談をしたいのですが 

 

((１１))  市市町町村村役役場場ををごご利利用用くくだだささいい  

住み慣れた地域でのくらしを支援するため、サービスや生活福祉相談を行っています。福祉

サービスの利用に関する相談については、平成 18 年 4 月に障害者自立支援法（平成 25 年 4 月

より障害者総合支援法）が施行されたことから、障害の種別にかかわらず共通の制度により市

町村が主体となってサービスを提供することとなりました。 

また、継続して精神科へ通院する場合には医療費の自己負担を軽減する制度として自立支援

医療（精神通院医療）があります。福祉ガイドブック目次「５ 医療費が心配です。」を参考にお

住まいの市町村窓口にお問い合わせください。 

・ 障害者総合支援法によるサービスは、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と

市町村の創意工夫により柔軟に実施する「地域生活支援事業」に大別されます。 

・ 「障害福祉サービス」の利用や地域生活を維持するための各種事業の利用に関する相談及

び申請手続きができます。 
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・ 精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療制度の申請窓口として相談と手続きができます。なお

手帳による優遇措置や医療費助成制度については市町村によってサービス内容が異なります

ので確認してください。 

 

((２２))  相相談談支支援援事事業業所所ををごご利利用用くくだだささいい  

障害のある人の地域での生活・福祉に関する相談ができる機関として相談支援事業所があり

ます。市町村の事業として運営されていますが、多くは民間の事業所に委託されています。多

岐にわたる様々な生活上の悩みについて相談でき、障害福祉サービスの利用のため情報提供や

支援を受けられます。相談には、相談支援専門員等の専門職が対応します。 

相談支援事業所ごとにサービス内容が異なりますので、詳しくはお住まいの地域の相談支援

事業所に直接お問い合わせください。「令和５年度福祉ガイドブック」 

Ｗｅｂページ（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000077181.html）に、施設・事業

所名簿を掲載しています。 

 

３ 精神科の治療って、どんなことをするの？ 

 

眠れなくなったり、気分がゆううつになったり、何かしら不安になったりといった精神的な問題は、

どんな人にも起こりうることです。そんな時、自分一人で抱え込まないで、精神科で相談しましょう。 

精神科では、薬による治療や対話による治療、生活療法（作業やレクリエーション等でこころの健康

を取り戻します）などをおこなっています。「令和５年度福祉ガイドブック」Ｗｅｂページに、精神障

害者の医療機関一覧を掲載しています。 

 

  ((１１))  精精神神科科医医療療のの流流れれ  

 入院中心の医療から、通院治療を中心としたコミュニティーケアが行われるようになってきてい

ます。これは、薬や精神療法などの治療法の進歩とともに、地域ケアのための機関や施設が増えてき

ていることによります。さらに、障害のある人に対して、偏見を持ったり、排除したりしようとせ

ず、社会の中で一緒に生活していこうという、人権を尊重する意識が向上してきたことも大きいで

しょう。どんな障害のある人も、個人として尊重され生活できるよう社会が変化してきています。 

 治療については、早期に受診する人が増えているため、通院のみで回復する人も多くなっていま

す。入院の場合でも、病気が悪くなりそうな時、自分や周りの人が気付いて、自ら入院する人が増え

ています。こういう場合は回復も早く、比較的早期に外来治療に切り替えることができます。必要な

時の短期間の入院治療が有効なのです。 

 また、精神科の治療では、通院や服薬が長期になる場合もありますが、再発を防ぐためには、退院

後も治療を続けることが大切です。そのため病院には、治療を支えるそれぞれの専門家がおり、援助

しています。精神科医のほか、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、臨床心理士などです。 

 回復期には、家庭生活や社会生活を送りながら、通院と病院のデイケアや作業療法を利用したり、

地域の施設やグループ等の活動に参加したりして、生活リズムや持続力を取り戻していきます。 

 

((２２))  精精神神科科医医療療機機関関のの種種類類とと役役割割  

 アア  メメンンタタルルククリリニニッックク（（精精神神科科診診療療所所））  

 外来専門の精神科医療機関で、開設数が年々増えています。クリニックによってはデイケアを

併設しているところや、カウンセリングを担当する臨床心理士等の専門職がそろっているところ
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しています。精神科医のほか、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、臨床心理士などです。 

 回復期には、家庭生活や社会生活を送りながら、通院と病院のデイケアや作業療法を利用したり、

地域の施設やグループ等の活動に参加したりして、生活リズムや持続力を取り戻していきます。 

 

((２２))  精精神神科科医医療療機機関関のの種種類類とと役役割割  

 アア  メメンンタタルルククリリニニッックク（（精精神神科科診診療療所所））  

 外来専門の精神科医療機関で、開設数が年々増えています。クリニックによってはデイケアを

併設しているところや、カウンセリングを担当する臨床心理士等の専門職がそろっているところ
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もあります。 

 ＜参考＞心療内科は、ストレス性の疾患（心身症等）の治療を主な内容としています。 

 イイ  精精神神科科専専門門病病院院  

 精神科疾患の治療を専門とする病院で、入院施設を持ち、急性期（発病初期の症状の激しい時

期）の治療にも対応できます。 

 デイケアやナイトケアを行っているところが多く、医師のほか看護師・精神保健福祉士・作業療

法士・臨床心理士等の専門職がそろっています。 

 訪問看護や社会復帰のための施設を持ち、社会復帰支援に力を入れている病院もあります。 

 ウウ  総総合合病病院院のの精精神神科科  

多くの総合病院は外来診療だけですが、精神科病床を持つ総合病院もあります。精神科以外に

も多くの専門科目があります。確定診断に伴う精密検査等が必要な場合や、精神科以外の病気を

合併している場合の治療に適しています。 

 

((３３))  デデイイ・・ナナイイトトケケアアににつついいてて  

通院治療の一つとして、デイケアがあります。デイケアの活動をする中で、生活のリズムが整い、

趣味や楽しみが見つかり、気の合う仲間ができると、さらに自分らしい豊かな生活を送れる人が多

いようです。 

自分の通っている病院・診療所にデイケアがない場合も、通院先は変えずに、別の病院・診療所の

デイケアだけを利用できるところもあります。自立支援医療費制度の利用ができます。なお、夕方か

ら夜間にナイトケアを開設している医療機関もあります。 

 

((４４))  精精神神保保健健福福祉祉士士（（ソソーーシシャャルルワワーーカカーー））  

 病院、クリニックなどには、ソーシャルワーカーがいるところも多く、困り事などの相談にのって

くれます。具体的には、下記のとおりです。 

 ・年金や手帳に関する相談 

 ・医療費や生活費に関する相談 

 ・仕事についての相談 

 ・住む所についての相談 

 ・保健所や社会復帰のための施設など社会資源を利用するための相談 

 などです。困ったときや迷ったときは、気軽に相談しましょう。 

 

((５５))  精精神神科科救救急急情情報報セセンンタターー（（電電話話番番号号：：００５５２２－－６６８８１１－－９９９９００００））  

 電話による精神科救急医療の情報センターです。緊急に受診等が必要なときには、医療機関など

を案内します。休日を含む、２４時間受け付けています。 

 ただし、かかりつけの医療機関がある人は、まず主治医と連絡をお取りください。 

 

４ 障害者手帳のことを知りたいのですが 

 

精神疾患のある人のうち日常生活や社会生活に障害のある人を対象に、手帳制度があり、様々な福

祉サービスが設けられています。 
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((１１))  手手帳帳のの名名称称とと趣趣旨旨  

 手帳の名称は、正式には「精神障害者保健福祉手帳」ですが、手帳の表紙には「障害者手帳」と書

かれています。 

 この手帳は、障害の状態に応じて取得できるもので、必要な福祉施策や福祉サービスの利用を促

進するために作られました。手帳を取得すると各種税制上等の優遇措置が受けられます。 

 

((２２))  対対象象者者とと交交付付手手続続きき  

  精神障害のため長期に日常生活や社会生活に制約のある人が対象で、年齢による制限や在宅・入

院の区別はありません。初診日から６か月以上経過した日以後の診断書により申請できます。申請

窓口は居住地の市町村で、担当課は市町村により異なります。 

  原則的には精神障害者本人の申請に基づいて（本人ができない場合には、家族や医療機関関係者

などが代行することもできます）、専門医師からなる検討委員会で判定し交付されます。手帳の有効

期限は２年間です。更新手続きは有効期限の３か月前からできます。他に申請を診断書以外の障害

年金証書の写しにより行う場合もあります。 

詳しくは福祉ガイドブック目次「２ 手帳の交付申請は、どこで行うのですか？」を参考にお住ま

いの市町村窓口へお問い合わせください。 

                               ⇒⇒１１３３ペペーージジ参参照照  

((３３))  等等級級とと判判定定基基準準  

手帳の等級は以下のように１・２・３級まであり、精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態

の両面から総合的に判定されます。 

  なお、障害の状態が重くなったり、軽くなったりした場合は、等級変更の申請ができます。 

 

１級 
精神障害であって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい
制限を受けており常時援助を必要とする程度のもの 

２級 
精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は著しい制限を加える
ことを必要とする程度のもの 

３級 
精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は社会生活
に制限を加えることを必要とする程度のもの 

 

((４４))  手手帳帳にによよるる税税制制のの優優遇遇措措置置  

  所得税、住民税、相続税、贈与税の軽減、（軽）自動車税環境性能割、（軽）自動車税種別割の減免

など各種税金の軽減措置があります。なお一定の要件を満たすことが必要な場合があるので詳しく

はそれぞれ税の窓口（市町村役場、県税事務所等）へお尋ねください。 

                               ⇒⇒３３３３ペペーージジ参参照照                                                

((５５))  手手帳帳にによよるる生生活活上上のの優優遇遇措措置置  

  生活保護の障害者加算、ＮＨＫの受信料の免除、携帯電話料金や映画割引等民間団体のサービス

としての実施されている生活上の優遇措置があります。詳しくは、市町村役場、各企業等にお問い合

わせください。 
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もあります。 

 ＜参考＞心療内科は、ストレス性の疾患（心身症等）の治療を主な内容としています。 
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法士・臨床心理士等の専門職がそろっています。 

 訪問看護や社会復帰のための施設を持ち、社会復帰支援に力を入れている病院もあります。 
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 ・仕事についての相談 

 ・住む所についての相談 

 ・保健所や社会復帰のための施設など社会資源を利用するための相談 
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を案内します。休日を含む、２４時間受け付けています。 

 ただし、かかりつけの医療機関がある人は、まず主治医と連絡をお取りください。 

 

４ 障害者手帳のことを知りたいのですが 

 

精神疾患のある人のうち日常生活や社会生活に障害のある人を対象に、手帳制度があり、様々な福
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((５５))  手手帳帳にによよるる生生活活上上のの優優遇遇措措置置  
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５ 働きたいのですが、自信がありません 

 

 「働きたい」と思っても、実際の労働場面を思い浮かべると、何から始めたらよいかと不安に思う

人は多いと思います。就労に向けて少し動き始めてみるために利用できるものとしては、障害者総

合支援法に基づく障害福祉サービスの制度等があります。利用するにあたってはサービスの内容も

異なり、利用料のかかることもあるため、詳しくは市町村、事業所等にお問い合わせください。

「令和５年度福祉ガイドブック」Ｗｅｂページ

（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000077181.html）に、施設・事業所名簿を掲

載しています。 

 

((１１))  地地域域活活動動支支援援セセンンタターー  

  「日中の居場所がほしい」「地域で活動する仲間がほしい」など、地域における日中活動の場がほ

しい人が対象です。支援の内容は、日中に通所し、創作的な活動や生産活動（工賃を支給する事業所

もあります）を行う場を提供しています。 

  

((２２))  就就労労継継続続支支援援ＡＡ型型  

  一般企業で働くことが難しいが、雇用契約を結んで働きたい、将来の一般就労に向けて準備をし

たいと考えている６５歳未満の方が対象です。支援の内容は、サービス利用者と事業所が雇用契約

を結び、生産活動を行います。労働基準法などの法律の下、最低賃金が適用されます。また、利用に

より、一般就労の準備ができた方は、就労支援を受けることができます。 

 

((３３))  就就労労継継続続支支援援ＢＢ型型  

  福祉的な就労をしたい方（一般企業で働くことが難しい、就労移行支援や就労継続支援 A 型など

を試したがうまくいかない、安心できる環境で生産活動の機会を得たいと考えている方）が対象で

す。支援の内容は、事業所に通いながら、さまざまな作業や生産活動を行います。雇用契約は結ば

ず、月々の工賃が支給されます。利用により、一般就労の準備ができた場合は、就労支援を受けるこ

とができます。 

 

((４４))  就就労労移移行行支支援援事事業業  

一般就労等を希望し、知識や能力の向上、職場開拓等を通じ、企業等への雇用または在宅就労等が

見込まれる６５歳未満の方が対象です。支援の内容は、就労のための知識や技能の訓練を行います。

事業所の担当者と目的の確認や計画の設定を行い、働くための基礎体力や集中力の向上、就労に必

要な技能訓練などが行われます。また、仕事の適性や課題を見極めるためのプログラムや、一般企業

での職場実習等が行われます。就労をした後も、定着するまでの一定期間は必要に応じて、相談やそ

の他の支援が受けられます。 

 

((５５))  障障害害者者就就業業・・生生活活支支援援セセンンタターー  

就職や職場への定着が困難な障害者を対象として、身近な地域で、雇用、保健、福祉、 

教育等の関係機関との連携や連絡調整等を積極的に行いながら、就労及び日常生活、社 

会生活上の支援を一体的に行っています。 
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((６６))  公公共共職職業業安安定定所所（（ハハロローーワワーークク））のの就就労労支支援援  

精神障害者保健福祉手帳を持っている方、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっている

方等に対し、就労についての相談を受け付けています。また、ハローワーク配置の精神障害者雇用ト

ータルサポーター（精神保健福祉士または臨床心理士）による専門的なカウンセリングも行なって

います。 

 

((７７))  独独立立行行政政法法人人  高高齢齢・・障障害害・・求求職職者者雇雇用用支支援援機機構構  

  アア  愛愛知知障障害害者者職職業業セセンンタターーのの就就労労支支援援  

地域の就労支援機関での相談や、その他の就職活動を進めていく中で、ご自身の就職に向けた

課題や自分に合った仕事を知りたい時、専門的な職業評価を受けたい時に、職業カウンセリング

や職業評価を活用できます。 

そのほか、障害特性の把握／その対処方法の習得／適応力の向上を目的とした職業準備支援、

職場の方の協力や理解を得ながら定着や適応を図るためのジョブコーチ支援、うつ病等休職した

方が元の職場に復帰するためのリワーク支援を行っています。 

利用や相談にあたっては、体調等の確認が必要です。詳細については、愛知障害者職業センター

にお問い合わせください。また、原則、予約制を基本としておりますので、事前にご連絡くださ

い。 

イイ  愛愛知知支支部部高高齢齢・・障障害害者者業業務務課課  

高齢・障害者業務課では、事業主に対して、障害者の雇用支援のための各種助成金の申請受付、

障害者雇用納付金の申告・申請受付、障害者雇用に関する講習・啓発活動等を行っています。 

 

６ 同じ病気の仲間の話を聞いてみたいと思っています 

 

「仲間がいるといいな！」と思っている人は、たくさんいます。 

「人間関係がうまくできなくて不安」「通院しながら、自分らしい生活を見つけたい」「就職に備え

て、からだを慣らしたい」「自分で、ちゃんと食事を作ったりできるかな」などの悩みを、皆で集って

互いに話し、支えあう場があります。 

自分のライフスタイルにあったところを、主治医やソーシャルワーカー等、市区町村の担当職員、保

健所の精神保健福祉相談員、保健師などと相談しながら探してみましょう。 

  

((１１))  地地域域活活動動支支援援セセンンタターー  

  「日中の居場所がほしい」「地域で活動する仲間がほしい」など、地域における日中活動の場がほ

しい人が対象です。支援の内容は、日中に通所し、創作的な活動や生産活動（工賃を支給する事業所

もあります）を行う場を提供しています。また、生活上での一般的な相談をすることもできます。利

用期限や利用料、支援の内容については、それぞれの事業所ごとに、異なっているため詳しくは市町

村、各事業所にお問い合わせください。 

 

((２２))  精精神神科科病病院院又又はは診診療療所所デデイイケケアア  

通院治療の一つとしてデイケアがあります。【３ 精神科の治療って、どんなことをするの？】の

(３)デイ・ナイトケアについて、をご覧ください。 
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５ 働きたいのですが、自信がありません 

 

 「働きたい」と思っても、実際の労働場面を思い浮かべると、何から始めたらよいかと不安に思う

人は多いと思います。就労に向けて少し動き始めてみるために利用できるものとしては、障害者総

合支援法に基づく障害福祉サービスの制度等があります。利用するにあたってはサービスの内容も

異なり、利用料のかかることもあるため、詳しくは市町村、事業所等にお問い合わせください。

「令和５年度福祉ガイドブック」Ｗｅｂページ

（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000077181.html）に、施設・事業所名簿を掲

載しています。 

 

((１１))  地地域域活活動動支支援援セセンンタターー  

  「日中の居場所がほしい」「地域で活動する仲間がほしい」など、地域における日中活動の場がほ

しい人が対象です。支援の内容は、日中に通所し、創作的な活動や生産活動（工賃を支給する事業所

もあります）を行う場を提供しています。 

  

((２２))  就就労労継継続続支支援援ＡＡ型型  

  一般企業で働くことが難しいが、雇用契約を結んで働きたい、将来の一般就労に向けて準備をし

たいと考えている６５歳未満の方が対象です。支援の内容は、サービス利用者と事業所が雇用契約

を結び、生産活動を行います。労働基準法などの法律の下、最低賃金が適用されます。また、利用に

より、一般就労の準備ができた方は、就労支援を受けることができます。 

 

((３３))  就就労労継継続続支支援援ＢＢ型型  

  福祉的な就労をしたい方（一般企業で働くことが難しい、就労移行支援や就労継続支援 A 型など

を試したがうまくいかない、安心できる環境で生産活動の機会を得たいと考えている方）が対象で

す。支援の内容は、事業所に通いながら、さまざまな作業や生産活動を行います。雇用契約は結ば

ず、月々の工賃が支給されます。利用により、一般就労の準備ができた場合は、就労支援を受けるこ

とができます。 

 

((４４))  就就労労移移行行支支援援事事業業  

一般就労等を希望し、知識や能力の向上、職場開拓等を通じ、企業等への雇用または在宅就労等が

見込まれる６５歳未満の方が対象です。支援の内容は、就労のための知識や技能の訓練を行います。

事業所の担当者と目的の確認や計画の設定を行い、働くための基礎体力や集中力の向上、就労に必

要な技能訓練などが行われます。また、仕事の適性や課題を見極めるためのプログラムや、一般企業

での職場実習等が行われます。就労をした後も、定着するまでの一定期間は必要に応じて、相談やそ

の他の支援が受けられます。 

 

((５５))  障障害害者者就就業業・・生生活活支支援援セセンンタターー  

就職や職場への定着が困難な障害者を対象として、身近な地域で、雇用、保健、福祉、 

教育等の関係機関との連携や連絡調整等を積極的に行いながら、就労及び日常生活、社 

会生活上の支援を一体的に行っています。 
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((６６))  公公共共職職業業安安定定所所（（ハハロローーワワーークク））のの就就労労支支援援  

精神障害者保健福祉手帳を持っている方、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっている

方等に対し、就労についての相談を受け付けています。また、ハローワーク配置の精神障害者雇用ト

ータルサポーター（精神保健福祉士または臨床心理士）による専門的なカウンセリングも行なって

います。 

 

((７７))  独独立立行行政政法法人人  高高齢齢・・障障害害・・求求職職者者雇雇用用支支援援機機構構  

  アア  愛愛知知障障害害者者職職業業セセンンタターーのの就就労労支支援援  

地域の就労支援機関での相談や、その他の就職活動を進めていく中で、ご自身の就職に向けた

課題や自分に合った仕事を知りたい時、専門的な職業評価を受けたい時に、職業カウンセリング

や職業評価を活用できます。 

そのほか、障害特性の把握／その対処方法の習得／適応力の向上を目的とした職業準備支援、

職場の方の協力や理解を得ながら定着や適応を図るためのジョブコーチ支援、うつ病等休職した

方が元の職場に復帰するためのリワーク支援を行っています。 

利用や相談にあたっては、体調等の確認が必要です。詳細については、愛知障害者職業センター

にお問い合わせください。また、原則、予約制を基本としておりますので、事前にご連絡くださ

い。 

イイ  愛愛知知支支部部高高齢齢・・障障害害者者業業務務課課  

高齢・障害者業務課では、事業主に対して、障害者の雇用支援のための各種助成金の申請受付、

障害者雇用納付金の申告・申請受付、障害者雇用に関する講習・啓発活動等を行っています。 

 

６ 同じ病気の仲間の話を聞いてみたいと思っています 

 

「仲間がいるといいな！」と思っている人は、たくさんいます。 

「人間関係がうまくできなくて不安」「通院しながら、自分らしい生活を見つけたい」「就職に備え

て、からだを慣らしたい」「自分で、ちゃんと食事を作ったりできるかな」などの悩みを、皆で集って

互いに話し、支えあう場があります。 

自分のライフスタイルにあったところを、主治医やソーシャルワーカー等、市区町村の担当職員、保

健所の精神保健福祉相談員、保健師などと相談しながら探してみましょう。 

  

((１１))  地地域域活活動動支支援援セセンンタターー  

  「日中の居場所がほしい」「地域で活動する仲間がほしい」など、地域における日中活動の場がほ

しい人が対象です。支援の内容は、日中に通所し、創作的な活動や生産活動（工賃を支給する事業所

もあります）を行う場を提供しています。また、生活上での一般的な相談をすることもできます。利

用期限や利用料、支援の内容については、それぞれの事業所ごとに、異なっているため詳しくは市町

村、各事業所にお問い合わせください。 

 

((２２))  精精神神科科病病院院又又はは診診療療所所デデイイケケアア  

通院治療の一つとしてデイケアがあります。【３ 精神科の治療って、どんなことをするの？】の

(３)デイ・ナイトケアについて、をご覧ください。 
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((３３))  そそのの他他  

 地域の保健所や市町村やボランティア団体、市民団体、当事者が居場所活動を行っているところ

もあります。詳しくは、精神保健福祉センターまたは地域の保健所にお問い合わせください。 

 

 

７ 同じ悩みを持つ家族の体験を聞いてみたいと思っています 

 

どんな病気でも、家族に病人がいると、いろいろな悩みが生じます。 

「薬を飲むように話しているが、必要性を本人に上手に伝えられない」 

「本人とどう付き合うと、毎日うまくやれるのだろうか」 

「なんとか自立できる方向へ進んでほしいが、家族ができることは何か」 

家族が集まって話し合うグループには各地域の家族会や保健所が開催しているつどい、病院が主催

する教室などがあります。 

((１１))地地域域家家族族会会  

１．本人や病気への理解を深める。 

２．家族同士が悩みや経験を分かち合い、相談する中で、家族同士の交流を深める。 

３．社会の偏見や差別の除去に努力し、福祉の向上や障害をもつ人が社会参加しやすい地域づくり

をめざす。 

などを目的に、いろいろな活動が展開されています。 

 家族会は、本人や家族に優しい、暮らしやすい地域づくりを目指す活動をしています。 

  また、各地域家族会の連合会である『愛知県精神障害者家族会連合会』では、家族電話相談を開設

しています。TEL（０５２）２６５－９２１３ 

 

((２２))  保保健健所所のの家家族族教教室室、、家家族族ののつつどどいい  

保健所では、家族の方々の勉強会を中心にした『家族教室』や、家族同士がお互いに意見交換した

り、体験を語り合える『家族のつどい』を開催しているところもあります（医療機関でも家族教室を

行っているところもあります）。 

 

参加された家族の方々の感想は 

「誰にも話せなかったことが安心して、話せた。」 

「年金や病気について知らなかったことが聞けて良かった。」 

「日頃、一人で悶々と悩んでいたが参加して、励まされ前向きになれた。」 

 

など家族が互いに気付き合い、癒される場となっています。 

 実施内容や時期は各保健所にお問い合わせください。 
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機 関 ・ 施 設 一 覧 表 

 

 

 

 ■お住まいの市区町村窓口一覧････････････････････････････････････････････････････ ７７ 

 

■お住まいの市区町村別 県機関・国機関所管一覧･･････････････････････････････････ ７９ 

 

■相談窓口一覧･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ８１ 

県福祉相談センター（地域福祉課） ８１ 

県福祉相談センター（児童・障害者相談センター） ８１／児童相談センター ８１ 

発達障害者支援センター ８１／医療的ケア児支援センター ８１／保健所 ８１ 

県民相談・情報センター、県民相談室 ８２ 

消費生活総合センター ８２／旅券センター、旅券コーナー ８３ 

県税事務所 ８４／その他の愛知県の機関 ８４／税務署 ８４／年金事務所 ８５ 

家庭裁判所 ８５／公証人役場 ８５／成年後見センター ８６ 

公共職業安定所（ハローワーク） ８７ 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知支部 ８７ 

障害者就業・生活支援センター等 ８７／職業能力開発施設等 ８８ 

障害児等療育支援事業 ８８ 

 

■その他の施設･･･････････････････････････････････････････････････････････････  ８９ 

勤労身体障害者文化体育施設 ８９／障害者スポーツセンター ８９ 

身体障害者総合福祉センター ８９／おもちゃ図書館 ８９ 

視聴覚障害者情報提供施設等 ９０ 

 

■相談窓口の受付時間一覧･････････････････････････････････････････････････････  ９１ 

児童・障害者相談センター（県福祉相談センター） ９１ 

県民相談・情報センター、県民相談室 ９１ 

消費生活総合センター ９２／旅券センター、旅券コーナー ９２ 

 

 

 

※施設・事業所名簿、障害者団体等は障害福祉課 Web ページにて公開しております。 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000077181.html 
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